
令 和 ８ 年 ６ 月 １ ２ 日 

令 和 ８ 年 

第 ２ 回 大 分 市 議 会 定 例 会 議 案 

大 分 市 



議 案 番 号 題 名 

議第 ５７ 号 大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

の一部改正について 

議第 ５８ 号 大分市恩給条例の一部改正について 

議第 ５９ 号 大分市税条例の一部改正について 

議第 ６０ 号 大分市手数料条例の一部改正について 

議第 ６１ 号 大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地 

方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例等の一部改 

正について 

議第 ６２ 号 大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及 

び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について 

議第 ６３ 号 大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条 

例等の一部改正について 

議第 ６４ 号 大分市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例等の一部改正について 

議第 ６５ 号 大分市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定 

める条例の一部改正について 

議第 ６６ 号 大分市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設 

備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 

議第 ６７ 号 大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正 

について 

議第 ６８ 号 大分市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部改正 

について 

議第 ６９ 号 大分市都市公園条例の一部改正について 

議第 ７０ 号 大分市立義務教育学校設置条例の一部改正について 

議第 ７１ 号 大分市スポーツ施設条例の一部改正について



議 案 番 号 題 名 

議第 ７２ 号 市有財産の処分について（大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残 

骨灰） 

議第 ７３ 号 市有財産の処分について（教育用タブレット端末） 

議第 ７４ 号 市道路線の認定について 

報第 ８ 号 専決処分した事件の承認について 

（大分市税条例の一部改正について） 

報第 ９ 号 専決処分した事件の承認について 

（大分市国民健康保険税条例等の一部改正について） 

報第 １０ 号 専決処分した事件の承認について 

（大分市介護保険条例の一部改正について） 



議第 ５７ 号 

大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部改正について 

大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例 

大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年大

分市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の１０の２の項を削る。 

別表第２の１別表第１の右欄に掲げる事務関係の部１０の２の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

介護保険法の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。 
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議第 ５８ 号 

大分市恩給条例の一部改正について 

大分市恩給条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市恩給条例の一部を改正する条例 

大分市恩給条例（昭和３８年大分市条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

第５２条第１号中「２７９,１００円」を「恩給法等の一部を改正する法律（昭

和５１年法律第５１号。以下「一部改正法」という。）附則第１４条第１項第

１号に掲げる額」に改め、同条第２号中「１５９,４００円」を「一部改正法附

則第１４条第１項第２号に掲げる額」に改め、同条第３号中「１５９,０００円」

を「一部改正法附則第１４条第１項第３号に掲げる額」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５２条の規定は、令和８年４月１日前に支給すべき事由の生じ

た遺族扶助料で同年４月分以降に支給すべきものについて適用し、同年３月

分以前に支給すべき遺族扶助料については、なお従前の例による。 

提案理由 

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴い、所要の

改正をいたしたく本案を提出する。 



議第 ５９ 号 

大分市税条例の一部改正について 

大分市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市税条例の一部を改正する条例 

大分市税条例（昭和３８年大分市条例第１０７号）の一部を次のように改正

する。 

第２７条第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は

第４項」に改める。 

第３０条第１項ただし書中「及び第３１条の３第１項」を「並びに第３１条

の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第３１条の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号におい

て同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中

「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第３１条の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、

公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出

の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年

金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を



提出しなければならない者 

⑵ 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適

用を受けるものを除く。）の支払を受ける第１６条第１項第１号に掲げ

る者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が

９,０００,０００円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（合計所得金額が９５０,０００円以下であるものに限る。）をい

う。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第４４条の２

に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得

を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象

扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは

特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

８５０,０００円以下であるものに限る。）を有する者 

⑶ 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適

用を受けるものに限る。）の支払を受ける第１６条第１項第１号に掲げ

る者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に

当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第４８条

の９の７の３に定める金額に満たない者を除く。）であって、障害者、

寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親

族（合計所得金額が８５０,０００円以下であるものに限る。）を有する

者 

第３１条の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項と

し、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」

を「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同

条第１項の規定による申告書に」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定に



よる申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申告書を提出する」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 公的年金等支払者の名称

⑵ 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障

害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実

並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

⑶ 特定配偶者の氏名

⑷ 扶養親族又は特定親族の氏名

⑸ その他施行規則で定める事項

第５４条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては、

２００,０００円」を削り、「１,５００,０００円」を「１,８００,０００円」

に改める。 

第６７条第１号オ中「特定小型原動機付自転車」の次に「（第７３条第２項

において「特定小型原動機付自転車」という。）」を加える。 

第１０８条第１号中「未満の」を「に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある」に改め、同条第２号を次のように改める。 

⑵ 一般公衆浴場（大分市公衆浴場法施行条例（平成２４年大分市条例第５４

号）第２条第１号に規定する一般公衆浴場をいう。）に入湯する者（当該

一般公衆浴場に併設された宿泊施設への宿泊を伴う者を除く。）又は共同

浴場に入湯する者 

第１０８条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号と

し、同条第３号中「者」の次に「で規則で定めるもの」を加え、同号を同条第

４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 鉱泉浴場が設置された施設において、入湯に要する費用として規則で

定める金額以下の料金を負担して入湯する者（当該施設に宿泊する者を



除く。） 

附則第１０条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第１１条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和

７年」を「令和１２年」に改める。 

附則第１１条の４中「又は附則第２７条第１項」を「、附則第２６条の３第

１項又は附則第２７条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条

の６第３項又は第４項」に改める。 

附則第１３条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３

第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加え

る。 

附則第２０条第１項各号列記以外の部分中「令和８年３月３１日」を「令和

１０年３月３１日」に改め、「及び償却資産」の次に「（所得税法施行令第６

条第１号から第３号まで又は法人税法施行令第１３条第１号から第３号までに

掲げるものに限る。）」を加える。 

附則第２３条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の

２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割

の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号

までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をし

た土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第

３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危

険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定

都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水



被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 

附則第２６条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２６条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８

条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、

当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第２０条第１項及び第２項

並びに第２３条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業

所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第１８条の６の

４で定めるところにより計算した金額（以下この項において「特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡

所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規定に

より読み替えて適用される第２２条の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所

得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

⑴ 第２２条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、

「総所得金額、附則第２６条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」とする。 

⑵ 第２６条、第２７条第１項、第２７条の２、第２７条の３第１項、附則

第１１条第１項及び附則第１１条の３第１項の規定の適用については、第

２６条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２６条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２７条第１項前段、第２７

条の２、第２７条の３第１項、附則第１１条第１項及び附則第１１条の３

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２６条の３



第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２７条第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２６条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」とする。 

⑶ 第２８条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は附則第２６条の３第１項に規定する特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「、山林所得金額若しくは附則第２６条の３第１項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

⑷ 附則第５条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第２６条の３第１項に規定する特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２６条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１０８条の改正規定及び附則第４条の規定 令和８年１０月１日

⑵ 第３０条第１項ただし書、第３１条の２及び第３１条の３の改正規定並

びに附則第１０条及び附則第１１条の３第１項の改正規定並びに次条第１

項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

⑶ 第５４条の改正規定及び附則第３条第１項の規定 令和９年４月１日

⑷ 第２７条第２項の改正規定並びに附則第１１条の４の改正規定（「附則

第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分

に限る。）、附則第１３条の２の改正規定、附則第２３条の２第２項の改

正規定及び同条に１項を加える改正規定並びに次条第４項の規定 令和１０



年１月１日 

⑸ 附則第１１条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附

則第２６条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項

の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

（令和８年法律第 号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の大分市税条例（以下「新条例」という。）第

３１条の３第１項及び第２項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日

以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第３１条の３第

１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年

金等について提出したこの条例による改正前の大分市税条例第３１条の３第

１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１１条の３第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が

令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第

１２号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定

による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項

に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定する居

住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若

しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既存住宅

とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定

により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する

要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規

定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７

項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増

改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第

１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８



項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところにより

その者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務

者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法

第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１

項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家

屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規

定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含

む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又

は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０

項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅

等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した

場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第５号に掲げる規定による改正後の大分市税条例附則第１１条の４の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「５

号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、５号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

４ 新条例附則第２３条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が

前条第４号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第２３条の２第１

項の土地等の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第２６条の３の規定は、５号施行日の属する年度の翌年度以後

の年度分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第５４条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。 



２ 新条例附則第２０条の規定は、令和８年４月１日以後に地域再生法（平

成１７年法律第２４号）第１７条の２第３項の認定を受けた同条第１項に

規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って新条例附則第

２０条第１項に規定する地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増

設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に当該認定を受けた

同計画に従って同項に規定する地方活力向上地域特別償却設備を新設し、

又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。 

(入湯税に関する経過措置) 

第４条 新条例第１０８条の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行

の日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前に

おける入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。 

提案理由 

地方税法等の一部改正等に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。 



議第 ６０ 号 

大分市手数料条例の一部改正について 

大分市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市手数料条例の一部を改正する条例 

大分市手数料条例（昭和３９年大分市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２の１５の項第１号金額の欄中「１３０,０００円」を「１３６,０００

円」に、「１１０,０００円」を「１１５,０００円」に改め、同項第２号金額の

欄中「１２０,０００円」を「１２５,０００円」に、「１００,０００円」を

「１０５,０００円」に改め、同項第３号金額の欄中「３３,０００円」を

「３３,９００円」に改め、同項第４号金額の欄中「２０,０００円」を

「２０,５００円」に改め、同項第５号金額の欄及び同項第６号金額の欄中

「７０,０００円」を「７１,０００円」に改め、同項第２３号金額の欄中

「３３,０００円」を「３３,９００円」に改め、同項第２４号金額の欄中

「２０,０００円」を「２０,５００円」に改め、同項第２５号金額の欄及び同項

第２６号金額の欄中「７０,０００円」を「７１,０００円」に改め、同表の１９

の項第１号金額の欄中「２４０,０００円」を「２６７,０００円」に改め、同項

第２号金額の欄中「２２４,０００円」を「２４９,０００円」に改め、同項第３

号金額の欄中「２２２,０００円」を「２４７,０００円」に改め、同項第４号金

額の欄、同項第５号金額の欄及び同項第６号金額の欄中「７０,０００円」を

「７８,０００円」に改め、同表の２０の項第１号金額の欄及び同項第２号金額

の欄中「３,０００円」を「３,２５０円」に改め、同項第３号金額の欄及び同項



第４号金額の欄中「５,０００円」を「５,２５０円」に改め、同表の２１の項

第１号金額の欄中「３９,０００円」を「４０,８００円」に改め、同項第２号

金額の欄及び同項第３号金額の欄中「２０,０００円」を「２１,１００円」に

改める。 

別表第４の１の項第１号金額の欄ア中 

「もの １１,０００円」を 

「もの １１,４００円」に、「２０,０００円」を「２１,７００円」に、 

「もの ３１,０００円」を 

「もの ３２,６００円」に、「４５,０００円」を「４７,５００円」に、

「４８,０００円」を「４８,１００円」に、「７１,０００円」を「７２,０００

円」に、「２０７,０００円」を「２１１,０００円」に、「３１１,０００円」

を「３１７,０００円」に、「５３１,０００円」を「５４０,０００円」に改め、

同欄イ（ア）中「１２,０００円」を「１２,７００円」に、「１３,０００円」を

「１４,１００円」に改め、同欄イ（イ）中「２２,０００円」を「２３,１００円」

に、「３４,０００円」を「３５,９００円」に、「５３,０００円」を「５６,６００

円」に、「６９,０００円」を「７３,４００円」に改め、同項第２号金額の欄中

「２３,０００円」を「２４,２００円」に、「、２７,０００円」を「、２８,２００

円」に、「２７,０００円（」を「２８,４００円（」に、「３１,０００円」を

「３２,４００円」に、「３６,０００円」を「３８,０００円」に、「４０,０００

円」を「４２,０００円」に、「５１,０００円」を「５１,６００円」に、

「、５５,０００円」を「、５５,６００円」に、「５３,０００円」を「５５,９００

円」に、「５９,０００円」を「６１,９５０円」に、「７４,０００円」を

「７４,８００円」に、「８２,０００円」を「８３,５００円」に、「１７８,０００

円」を「１８１,０００円」に、「１９５,０００円」を「１９９,１００円」に、

「２９１,０００円」を「２９２,８００円」に、「５０４,０００円」を

「５０６,６００円」に改め、同項第３号金額の欄中「２１,０００円」を



「２１,９００円」に、「、２５,０００円」を「、２５,９００円」に、

「２５,０００円（」を「２６,８００円（」に、「２９,０００円」を「３０,８００

円」に、「３５,０００円」を「３６,６００円」に、「３９,０００円」を

「４０,６００円」に、「４９,０００円」を「５１,６００円」に、「５３,０００

円」を「５５,６００円」に、 

「もの ５２,０００円」を 

「もの ５２,９００円」に、「５８,０００円」を「５８,９５０円」に、

「６９,０００円」を「６９,８００円」に、「７７,０００円」を「７８,５００

円」に、「１６１,０００円」を「１６３,０００円」に、「１７８,０００円」

を「１８１,１００円」に、「２５２,０００円」を「２５７,０００円」に、

「２８３,０００円」を「２８９,８００円」に、「４４５,０００円」を

「４６４,０００円」に、「４９４,０００円」を「５１５,６００円」に改め、

同項第４号金額の欄中「２０,０００円」を「２１,２００円」に、「２３,０００

円」を「２４,４００円」に、「３２,０００円」を「３３,６００円」に、

「４４,０００円」を「４６,２００円」に、「４９,０００円」を「４９,４００

円」に、「６６,０００円」を「６６,７００円」に、「１４７,０００円」を

「１５０,０００円」に、「２２２,０００円」を「２２６,０００円」に、

「４０７,０００円」を「４１５,０００円」に改め、同項第５号金額の欄中

「１２０,０００円」を「１２２,０００円」に改め、同項第１０号金額の欄及び

同項第１１号金額の欄中「１６０,０００円」を「１６１,０００円」に改め、同

項第１２号金額の欄中「１８０,０００円」を「１８１,０００円」に、「１２０,０００

円」を「１２３,０００円」に改め、同項第１３号金額の欄、同項第１５号金額

の欄、同項第１９号金額の欄、同項第２０号金額の欄及び同項第２１号金額の

欄中「１６０,０００円」を「１６１,０００円」に改め、同項中第５０号を第５２

号とし、第４４号から第４９号までを２号ずつ繰り下げ、同項第４３号金額の

欄中「１２０,０００円」を「１２２,０００円」に、「１６０,０００円」を



「１６１,０００円」に改め、同号を同項第４５号とし、同項中第４２号を第４４

号とし、第３７号から第４１号までを２号ずつ繰り下げ、同項第３６号金額の

欄中「２２０,０００円」を「２２３,０００円」に、「２８,０００円」を

「２８,５００円」に改め、同号を同項第３８号とし、同項第３５号金額の欄中

「２２０,０００円」を「２２３,０００円」に、「２８,０００円」を「２８,５００

円」に改め、同号を同項第３７号とし、同項第３４号金額の欄中「７８,０００

円」を「７９,０００円」に、「２８,０００円」を「２８,５００円」に改め、

同号を同項第３６号とし、同項第３３号金額の欄中「２２０,０００円」を

「２２３,０００円」に、「２８,０００円」を「２８,５００円」に改め、同号

を同項第３５号とし、同項第３２号金額の欄中「２２０,０００円」を「２２３,０００

円」に、「２８,０００円」を「２８,５００円」に改め、同号を同項第３４号と

し、同項第３１号金額の欄中「７８,０００円」を「７９,０００円」に、

「２８,０００円」を「２８,５００円」に改め、同号を同項第３３号とし、同項

第３０号金額の欄中「７８,０００円」を「７９,０００円」に、「２８,０００

円」を「２８,５００円」に改め、同号を同項第３２号とし、同項第２９号金額

の欄中「１２０,０００円」を「１２２,０００円」に、「１６０,０００円」を

「１６１,０００円」に改め、同号を同項第３１号とし、同項第２８号金額の欄

中「１６０,０００円」を「１６１,０００円」に改め、同号を同項第３０号とし、

同項中第２７号を第２９号とし、同項第２６号金額の欄中「１６０,０００円」

を「１６１,０００円」に改め、同号を同項第２８号とし、同項第２５号金額の

欄中「１６０,０００円」を「１６１,０００円」に改め、同号を同項第２７号と

し、同項第２４号金額の欄中「１６０,０００円」を「１６１,０００円」に改め、

同号を同項第２６号とし、同項第２３号金額の欄中「１６０,０００円」を

「１６１,０００円」に改め、同号を同項第２５号とし、同項第２２号の次に次

の２号を加える。 

（２３) 法第５９条第１ 高度利用地 １件につき １６１,０００円 



項第３号の規定に

基づく建築物の容

積率、建蔽率、建

築面積又は壁面の

位置に関する特例

の許可の申請に対

する審査 

区における

建築物の容

積率、建蔽

率、建築面

積又は壁面

の位置の特

例許可申請

手数料 

（２４） 法第５９条第４

項の規定に基づく

建築物の各部分の

高さに関する制限

の適用除外に係る

許可の申請に対す

る審査 

高度利用地

区における

建築物の各

部分の高さ

に関する制

限の適用除

外に係る許

可申請手数

料 

１件につき １６１,０００円 

別表第４の３の項第１号金額の欄中「２１,０００円」を「２２,０００円」

に、「３２,０００円」を「３３,０００円」に、「４４,０００円」を「４５,０００

円」に、「６２,０００円」を「６４,０００円」に、「７２,０００円」を

「７４,０００円」に、「９６,０００円」を「９９,０００円」に、「１５０,０００

円」を「１５５,０００円」に、「２２８,０００円」を「２３６,０００円」に、

「３５４,０００円」を「３６６,０００円」に、「４９８,０００円」を

「５１５,０００円」に、「６４２,０００円」を「６６４,０００円」に改め、

同項第２号金額の欄中「６４２,０００円」を「６６４,０００円」に改め、同項

第３号金額の欄中「１２,０００円」を「１３,０００円」に、「１３,０００円」

を「１４,０００円」に、「１５,０００円」を「１６,０００円」に、「１６,０００

円」を「１７,０００円」に、「１７,０００円」を「１８,０００円」に、

「１８,０００円」を「１９,０００円」に、「２０,０００円」を「２１,０００

円」に、「２６,０００円」を「２７,０００円」に、「２７,０００円」を

「２８,０００円」に改め、同項第４号金額の欄中「１６,０００円」を

「１７,０００円」に、「１８,０００円」を「１９,０００円」に、「２１,０００



円」を「２２,０００円」に、「２４,０００円」を「２５,０００円」に、

「３４,０００円」を「３５,０００円」に、「３７,０００円」を「３９,０００

円」に、「４４,０００円」を「４６,０００円」に、「５８,０００円」を

「６０,０００円」に、「７８,０００円」を「８０,０００円」に、「１１４,０００

円」を「１１８,０００円」に、「１３８,０００円」を「１４３,０００円」

に改め、同項第５号金額の欄中「１３８,０００円」を「１４３,０００円」に

改め、同表の４の項第１号金額の欄ア中「８,６００円」を「９,６００円」に、

「２２,０００円」を「２５,０００円」に、「４３,０００円」を「４６,０００

円」に、「８６,０００円」を「８８,０００円」に改め、同欄イ中「１３,０００

円」を「１４,０００円」に、「３０,０００円」を「３２,０００円」に、

「６５,０００円」を「６７,０００円」に改め、同欄ウ中「８６,０００円」

を「８８,０００円」に改め、同項第５号金額の欄中「１８,０００円」を

「１９,０００円」に、「３９,０００円」を「４２,０００円」に、「９７,０００

円」を「９９,０００円」に改め、同項第７号金額の欄中「４７０円」を

「４９０円」に改め、同表の６の項第１号金額の欄ア中「４９,０００円」を

「５２,０００円」に、「１１,２００円」を「１１,８００円」に、「１６,３００

円」を「１７,２００円」に改め、同欄イ中「９７,０００円」を「１０３,０００

円」に、「４,７００円」を「４,９００円」に、「１０,１００円」を

「１０,６００円」に、「１５３,０００円」を「１６２,０００円」に、

「４,１００円」を「４,３００円」に、「８,２００円」を「８,６５０円」に、

「３０９,０００円」を「３２９,０００円」に、「３,０００円を」を「３,１００

円を」に、「あっては３,０００円」を「あっては３,１００円」に、「６,５５０

円」を「６,９００円」に、「５６６,０００円」を「６０２,０００円」に、

「２,６００円」を「２,７００円」に、「５,７００円」を「６,０００円」に、

「９７９,０００円」を「１,０４１,０００円」に、「２,３００円」を

「２,３５０円」に、「４,６５０円」を「４,９００円」に、「１,６９５,０００



円」を「１,８０１,０００円」に、「２,１００円」を「２,１５０円」に、

「４,３００円」を「４,５００円」に改め、同欄ウ中「７２,３００円」を

「７６,８００円」に、「１５,３００円」を「１６,２００円」に改め、同欄エ

中「１４２,０００円」を「１５１,０００円」に、「６,２００円」を「６,５５０

円」に、「２２５,０００円」を「２３９,０００円」に、「５,３００円」を

「５,６００円」に、「４５３,０００円」を「４８２,０００円」に、「３,８５０

円」を「４,０５０円」に、「８２９,０００円」を「８８１,０００円」に、

「３,３００円」を「３,４５０円」に、「１,４３５,０００円」を「１,５２５,０００

円」に、「２,７５０円」を「２,８５０円」に、「２,４８４,０００円」を

「２,６４０,０００円」に、「２,５００円」を「２,６００円」に改め、同項第

２号金額の欄ア中「７２,３００円」を「７６,８００円」に、「１５,３００円」

を「１６,２００円」に、「２３,９５０円」を「２５,４００円」に改め、同欄

イ中「１４２,０００円」を「１５１,０００円」に、「６,２００円」を「６,５５０

円」に、「１４,６００円」を「１５,５００円」に、「２２５,０００円」を

「２３９,０００円」に、「５,３００円」を「５,６００円」に、「１１,８００

円」を「１２,５００円」に、「４５３,０００円」を「４８２,０００円」に、

「３,８５０円」を「４,０５０円」に、「９,３００円」を「９,８５０円」に、

「８２９,０００円」を「８８１,０００円」に、「３,３００円」を「３,４５０

円」に、「８,０５０円」を「８,５００円」に、「１,４３５,０００円」を

「１,５２５,０００円」に、「２,７５０円」を「２,８５０円」に、「６,５００

円」を「６,８５０円」に、「２,４８４,０００円」を「２,６４０,０００円」

に、「２,５００円」を「２,６００円」に、「６,０００円」を「６,３００円」

に改め、同項第３号金額の欄イ及び同項第５号金額の欄中「３,０００円」を

「３,２００円」に改め、同項第６号金額の欄中「１６０,０００円」を「１６６,０００

円」に改め、同表の７の項第１号金額の欄ア中「３７,３００円」を「４０,２００

円」に、「２８,８００円」を「３０,６００円」に、「２０,１００円」を



「２１,７００円」に、「は６,０００円」を「は６,４５０円」に、「７４,３００

円」を「８０,２００円」に、「５４,６００円」を「５８,０００円」に、

「３６,２００円」を「３９,０００円」に、「１１,０００円」を「１１,８００

円」に、「１０４,０００円」を「１１２,０００円」に、「７６,２００円」

を「８０,９００円」に、「５０,７００円」を「５４,６００円」に、「１８,１００

円」を「１９,４００円」に、「１４６,０００円」を「１５７,０００円」に、

「１０７,０００円」を「１１４,０００円」に、「７１,４００円」を「７７,０００

円」に、「２９,５００円」を「３１,８００円」に、「２０９,０００円」を

「２２５,０００円」に、「１５５,０００円」を「１６５,０００円」に、

「１０６,０００円」を「１１４,０００円」に、「４８,７００円」を「５２,５００

円」に、「３００,０００円」を「３２４,０００円」に、「行われる場合にあ

っては２２５,０００円」を「行われる場合にあっては２３９,０００円」に、

「１５８,０００円」を「１７１,０００円」に、「８６,４００円」を「９３,２００

円」に、「４０６,０００円」を「４３８,０００円」に、「３１０,０００円」

を「３２９,０００円」に、「申請された場合にあっては２２５,０００円」を

「申請された場合にあっては２４３,０００円」に、「１３６,０００円」を

「１４７,０００円」に、「５３２,０００円」を「５７４,０００円」に、

「４０４,０００円」を「４２９,０００円」に、「２９１,０００円」を

「３１４,０００円」に、「１７２,０００円」を「１８６,０００円」に、

「６２４,０００円」を「６７４,０００円」に、「４６８,０００円」を

「４９７,０００円」に、「３３０,０００円」を「３５６,０００円」に、

「１８３,０００円」を「１９７,０００円」に改め、同欄イ中「１１７,０００

円（１１,０００円）」を「１２６,０００円（１１,８００円）」に、

「１９２,０００円（２９,５００円）」を「２０７,０００円（３１,８００

円）」に、「２９９,０００円（８６,４００円）」を「３２３,０００円

（９３,２００円）」に、「３８４,０００円（１３６,０００円）」を



「４１５,０００円（１４７,０００円）」に、「４５８,０００円（１７２,０００

円）」を「４９４,０００円（１８６,０００円）」に、「５３４,０００円

（２１４,０００円）」を「５７７,０００円（２３１,０００円）」に改め、同

欄ウ中「２５７,０００円（１１,０００円）」を「２７７,０００円（１１,８００

円）」に、「４０９,０００円（２９,５００円）」を「４４２,０００円（３１,８００

円）」に、「５８２,０００円（８６,４００円）」を「６２８,０００円（９３,２００

円）」に、「７１４,０００円（１３６,０００円）」を「７７１,０００円

（１４７,０００円）」に、「８４１,０００円（１７２,０００円）」を

「９０８,０００円（１８６,０００円）」に、「９６０,０００円（２１４,０００

円）」を「１,０３７,０００円（２３１,０００円）」に改め、同表の８の項第

１号金額の欄ア中「３２,１００円」を「３３,８００円」に、「２４,０００円」

を「２５,５００円」に、「５,１００円」を「５,３５０円」に、「３５,６００

円」を「３７,５００円」に、「２６,５００円」を「２８,１００円」に改め、

同欄イ中「６３,５００円」を「６７,０００円」に、「４７,０００円」を

「４９,９００円」に、「９,５５０円」を「１０,０００円」に、「１０６,０００

円」を「１１２,０００円」に、「７８,３００円」を「８３,１００円」に、

「１９,４００円」を「２０,４００円」に、「１７９,０００円」を「１８９,０００

円」に、「１３６,０００円」を「１４４,０００円」に、「４１,６００円」を

「４３,９００円」に、「２５６,０００円」を「２７１,０００円」に、

「１９８,０００円」を「２１０,０００円」に、「７３,９００円」を「７８,１００

円」に改め、同欄ウ中「２０８,０００円」を「２１９,０００円」に、「７９,９００

円」を「８４,５００円」に、「９,５５０円」を「１０,０００円」に、

「２６２,０００円」を「２７５,０００円」に、「１０２,０００円」を

「１０７,０００円」に、「は１６,０００円」を「は１６,７００円」に、

「３３５,０００円」を「３５４,０００円」に、「１３３,０００円」を

「１４１,０００円」に、「２５,４００円」を「２６,８００円」に、「４７８,０００



円」を「５０５,０００円」に、「２１６,０００円」を「２２８,０００円」

に、「７３,９００円」を「７８,１００円」に、「５８８,０００円」を

「６２２,０００円」に、「２８１,０００円」を「２９７,０００円」に、

「１１６,０００円」を「１２３,０００円」に、「６９６,０００円」を

「７３５,０００円」に、「３３８,０００円」を「３５７,０００円」に、

「１４７,０００円」を「１５５,０００円」に、「７９３,０００円」を

「８３９,０００円」に、「３９６,０００円」を「４１９,０００円」に、

「１８３,０００円」を「１９４,０００円」に改め、同項第３号金額の欄ア中

「３２,１００円」を「３３,８００円」に、「２４,０００円」を「２５,５００

円」に、「１６,８００円」を「１７,８００円」に、「５,１００円」を

「５,３５０円」に、「３５,６００円」を「３７,５００円」に、「２６,５００

円」を「２８,１００円」に、「１８,１００円」を「１９,１００円」に改め、

同欄イ中「６３,５００円」を「６７,０００円」に、「４７,０００円」を

「４９,９００円」に、「３０,８００円」を「３２,５００円」に、「９,５５０

円」を「１０,０００円」に、「１０６,０００円」を「１１２,０００円」に、

「７８,３００円」を「８３,１００円」に、「５２,７００円」を「５５,６００

円」に、「１９,４００円」を「２０,４００円」に、「１７９,０００円」を

「１８９,０００円」に、「１３６,０００円」を「１４４,０００円」に、

「９４,５００円」を「９９,９００円」に、「４１,６００円」を「４３,９００

円」に、「２５６,０００円」を「２７１,０００円」に、「１９８,０００円」

を「２１０,０００円」に、「１４３,０００円」を「１５１,０００円」に、

「７３,９００円」を「７８,１００円」に改め、同欄ウ中「２０８,０００円」

を「２１９,０００円」に、「７９,９００円」を「８４,５００円」に、

「９,５５０円」を「１０,０００円」に、「２６２,０００円」を「２７５,０００

円」に、「１０２,０００円」を「１０７,０００円」に、「は１６,０００円」

を「は１６,７００円」に、「３３５,０００円」を「３５４,０００円」に、



「１３３,０００円」を「１４１,０００円」に、「２５,４００円」を「２６,８００

円」に、「４７８,０００円」を「５０５,０００円」に、「２１６,０００円」

を「２２８,０００円」に、「７３,９００円」を「７８,１００円」に、

「５８８,０００円」を「６２２,０００円」に、「２８１,０００円」を

「２９７,０００円」に、「１１６,０００円」を「１２３,０００円」に、

「６９６,０００円」を「７３５,０００円」に、「３３８,０００円」を

「３５７,０００円」に、「１４７,０００円」を「１５５,０００円」に、

「７９３,０００円」を「８３９,０００円」に、「３９６,０００円」を

「４１９,０００円」に、「１８３,０００円」を「１９４,０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中別表第２の改正規定及び次項の規定は令和８年７月１日から、

別表第４の改正規定及び附則第３項の規定は同年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第２の規定は、令和８年７月１日以後の申請に係る手数料か

ら適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第４の規定は、令和８年１０月１日以後の申請に係る手数料

から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

提案理由 

建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申

請に対する審査等に係る手数料の額を定めるとともに、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律に基づく許可の申請等に係る申請手数料等の額の改定をいたした

く本案を提出する。 



議第 ６１ 号 

大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁

量型認定こども園の認定の要件を定める条例等の一部改正につい

て 

大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁

量型認定こども園の認定の要件を定める条例等の一部を改正する

条例 

（大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第１条 大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型

認定こども園の認定の要件を定める条例（平成３１年大分市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「３５人」を「３０人」に改める。 

第５条に次の１項を加える。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により置かなければならない保育士の

資格を有する者については、１人に限って、当該認定こども園に勤務する

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定

による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修

する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であっ

て、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力



を有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経

験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事し

た経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び

経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）をもって代えるこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場

合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特定理学療法

士等が保育を行うに当たっては、保育士の資格を有する者による支援を受

けることができる体制を確保しなければならない。 

第９条第１項中「第６条」を「第５条」に改める。 

第１９条中「、第９条」の次に「、第９条の２」を、「第２７条の２第１

項各号）」と」の次に「、同条例第９条の２中「法第１３条第６項において

準用する法第６条」とあるのは「法第６条」と」を加える。 

附則第４項中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教諭」を加える。 

附則第８項の表附則第４項の項の前に次のように加える。 

第５条第６項 第５条第 1項の規定により

置かなければならない保

育士の資格を有する者 

特定理学療法士等 

附則に次の１項を加える。 

９ 第５条第６項及び附則第７項の規定により特定理学療法士等及び看護師

等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たっ

て当該認定こども園の保育士の資格を有する者（第５条第６項ただし書の

規定による支援を行う者を除く。）による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

（大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型

認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例（令和６年大



分市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（経過措置）」を

付し、同項中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に改め、「基

準」及び「規定」の次に「（満３歳以上満４歳未満の園児に対する教育及び

保育に従事する者の数に関する基準に限る。）」を加え、附則に次の１項を

加える。 

３ 当分の間、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量

型認定こども園に置く教育及び保育に従事する者の数の基準（満４歳以上

の園児に対する教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限る。）は、

この条例による改正後の第４条第１項の規定（満４歳以上の園児に対する

教育及び保育に従事する者の数に関する基準に限る。）にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中大分市幼稚園型認

定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要

件を定める条例第９条及び第１９条の改正規定は、令和８年１２月２５日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する幼稚園型認定こども園、保育所型認定こど

も園及び地方裁量型認定こども園における１学級の園児の数については、第

１条の規定による改正後の大分市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こど

も園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第４条第２項の

規定にかかわらず、令和１４年３月３１日までは、なお従前の例によること

ができる。 



提案理由 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第

３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める

施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正をいたした

く本案を提出する。



議第 ６２ 号 

大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運 

営に関する基準を定める条例等の一部改正について 

大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運 

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

（大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第１条 大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２６年大分市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中「第１４条第６項」を「第１４条第７項」に改める。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第９条の２ 幼保連携型認定こども園の設置者は、法第１３条第６項におい

て準用する法第６条の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及

び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に

関する法律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性

暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力

等が行われた場合に園児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（園

児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環



境の下で当該園児に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条

第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

第１３条第２項中「３５人」を「３０人」に改める。 

第１４条第１項及び第３項の表備考第１号中「指導保育教諭」の次に「、

主務保育教諭」を加え、同表備考に次の１号を加える。 

⑸ 第１号に定める者については、１人に限って、当該幼保連携型認定こど

も園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに

相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術

を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をい

う。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害

児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいず

れかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特

定理学療法士等」という。）をもって代えることができる。ただし、当該

特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づ

く教育に従事してはならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっ

ては、第１号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しな

ければならない。 

第１４条第５項第２号及び附則第９項中「主幹養護教諭」の次に「、主務

養護教諭」を加える。 

附則第１３項中「第９項」を「第１４条第３項の表備考第５号及び附則第

９項」に改め、「第１１項」の次に「まで」を、「者を」の次に「特定理学療

法士等、」を加え、「当該小学校教諭等免許状所持者」を「当該特定理学療法

士等、小学校教諭等免許状所持者」に改め、附則に次の１項を加える。 



１４ 第１４条第３項の表備考第５号及び附則第１１項の規定により特定理

学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等

が保育を行うに当たって同表備考第１号に定める者（同表備考第５号ただ

し書の規定による支援を行う者を除く。）による支援を受けることができる

体制を確保しなければならない。 

（大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大分市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例（令和６年大分市条例第３９

号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（経過措置）」を付

し、同項中「基準」及び「規定」の次に「（満４歳以上の園児の教育及び保育

に直接従事する職員の数に関する基準に限る。）」を加え、附則に次の１項を

加える。 

３ 令和１０年３月３１日までの間、幼保連携型認定こども園に置く園児の

教育及び保育に直接従事する職員の数の基準（満３歳以上満４歳未満の園

児の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。）は、この

条例による改正後の第１４条第３項の規定（満３歳以上満４歳未満の園児

の教育及び保育に直接従事する職員の数に関する基準に限る。）にかかわら

ず、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中大分市幼保連携型

認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

第９条の次に１条を加える改正規定は、令和８年１２月２５日から施行する。 

（経過措置） 



２ この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園における１学級の

園児数については、第１条の規定による改正後の大分市幼保連携型認定こど

も園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例第１３条

第２項の規定にかかわらず、令和１４年３月３１日までは、なお従前の例に

よることができる。 

提案理由 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等

の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。



議第 ６３ 号 

大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等 

の一部改正について 

大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等 

の一部を改正する条例 

（大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年大分市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１２条の２ 児童福祉施設（助産施設を除く。）の設置者は、法第４５条第

７項において準用する法第２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童

対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性

暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号）第２

条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）

を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護する

ため、児童等対象業務従事者（児童と接する業務に従事する者のうち、支

配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するものをいう。）

に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）

その他の必要な措置を講じなければならない。 



第２８条第１項第２号の２中「第５条の２の８」を「第５条の２の８第１

項」に改める。 

第３７条に次の１項を加える。 

３ 前項の保育士の数の算定に当たっては、当該保育所に勤務する理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の規定による大

学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修する学科、

研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及

び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する

者であって、障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有

するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有す

る者（以下「特定理学療法士等」という。）を、１人に限り、保育士とみな

すことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、当該保育所の保育士（附則第３項、第５項又は第６項の規定により保

育士とみなされる者を除く。）による支援を受けることができる体制を確保

しなければならない。 

附則第３項中「この項において」を削り、「限って」を「限り」に改め、「の

保育士」の次に「（同条第１項に規定する保育士をいい、同条第３項、附則第

５項又は第６項の規定により保育士とみなされる者及び第３７条第３項ただ

し書の規定による支援を行う者を除く。）」を加える。 

附則第７項中「法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい」を「第

３７条第１項に規定する保育士をいい、同条第３項」に、「保育士の数(前２

項の規定の適用がないとした場合の第３７条第２項により算定されるものを

いう。)」を「前２項の規定の適用がないものとした場合の同条第２項により

算定される保育士の数」に改め、附則に次の１項を加える。 

８ 第３７条第３項及び附則第３項の規定により特定理学療法士等及び看護



師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当た

って、当該保育所の保育士（同条第３項ただし書の規定による支援を行う

保育士を除く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければな

らない。 

（大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例の一部改正） 

第２条 大分市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例（令和６年大分市条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（経過措置）」を付

し、同項中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に改め、「基準」

及び「規定」の次に「（満３歳以上満４歳に満たない幼児に対し保育を提供す

る保育士の数に関する部分に限る。）」を加え、附則に次の１項を加える。 

３ 当分の間、保育所に置く保育士の数の基準（満４歳以上の幼児に対し保

育を提供する保育士の数に関する部分に限る。）は、この条例による改正後

の第３７条第２項の規定（満４歳以上の幼児に対し保育を提供する保育士

の数に関する部分に限る。）にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中大分市児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準を定める条例第１２条の次に１条を加える改正規

定は、令和８年１２月２５日から施行する。 

提案理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正

をいたしたく本案を提出する。



議第 ６４ 号 

大分市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部改正について 

大分市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例 

（大分市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第１条 大分市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年大分市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第１３条を次のように改める。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１３条 家庭的保育事業者等は、法第３４条の１６第４項において準用す

る法第２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校

設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた

めの措置に関する法律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する

児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童

対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等

対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、

継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）

に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）



その他の必要な措置を講じなければならない。 

第３０条第３項中「准看護師」の次に「（以下「看護師等」という。）」を加

え、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業

所Ａ型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに

相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術

を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）

又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療

育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該

当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療

法士等」という。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、

当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所

Ａ型の保育士（附則第８項又は第９項の規定により保育士とみなされる者

を除く。次項において同じ。）による支援を受けることができる体制を確保

しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を

行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事

業所Ａ型の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）

による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第３２条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、

同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業

所Ｂ型に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすこと

ができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当



該小規模保育事業所Ｂ型の保育士による支援を受けることができる体制を

確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を

行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事

業所Ｂ型の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）

による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第４５条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、

同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所

内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみな

すことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士（附則第８項又は第９項の

規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。）による支援

を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を

行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業

所内保育事業所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を

除く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第４８条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に改め、

同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所

内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみな

すことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を



行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業

所内保育事業所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を

除く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

附則第１０項中「第３０条第３項」の次に「若しくは第４項」を、「第４５

条第３項」の次に「若しくは第４項」を加え、「保育士の数（前２項の規定の

適用がないとした場合の第３０条第２項又は第４５条第２項により算定され

るものをいう。）」を「前２項の規定の適用がないものとした場合の第３０条

第２項又は第４５条第２項により算定される保育士の数」に改める。 

（大分市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の一部改正） 

第２条 大分市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例（令和６年大分市条例第４１号）の一部を次のように改

正する。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（経過措置）」を付

し、同項中「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に改め、「基準」

及び「規定」の次に「（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供す

る保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。）」を加え、附則に次の１

項を加える。 

３ 当分の間、小規模保育事業所Ａ型及び小規模保育事業所Ｂ型、保育所型

事業所内保育事業所及び小規模型事業所内保育事業所に置く保育士及び保

育従事者の数の基準（満４歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び

保育従事者の数に関する部分に限る。）は、この条例による改正後の第３０

条第２項、第３２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項の規定（満

４歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する

部分に限る。）にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 



この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中大分市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第１３条の改正規定は、令和８

年１２月２５日から施行する。 

提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の

改正をいたしたく本案を提出する。



議第 ６５ 号 

大分市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

大分市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

大分市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和

７年大分市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第１３条の次に次の１条を加える。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１３条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第３４条の１６第４項において準

用する法第２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学

校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた

めの措置に関する法律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する児

童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対

象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象

業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性

及び閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る

犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他

の必要な措置を講じなければならない。 

附 則 



この条例は、令和８年１２月２５日から施行する。 

提案理由 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の

改正をいたしたく本案を提出する。



議第 ６６ 号 

大分市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 

大分市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

大分市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（令和元年大分市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

第４７条を次のように改める。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第４７条 指定児童発達支援事業者は、法第２１条の５の１８第４項の規定に

基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による

児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９

号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において

同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に障害児を適切に

保護するため、児童等対象業務従事者（障害児と接する業務に従事する者の

うち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該障害児に接するもの

をいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認

をいう。）その他の必要な措置を講じなければならない。 

第６４条中「第３４条」の次に「、第４７条」を加える。 



第８５条、第８６条、第９８条及び第１０３条中「第４６条まで、第４８条

から」を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年１２月２５日から施行する。 

提案理由 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたく本案を提出する。 



議第 ６７ 号 

大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正につ

いて 

大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例 

大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成５年大分市条例第２

４号）の一部を次のように改正する。 

第３０条中「許可証交付」を「当該許可等の申請」に改め、同条に次のただし

書を加える。 

ただし、市長が必要と認めるときは、手数料の納付の時期を変更すること

ができる。 

第３０条に次の１項を加える。 

２ 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。 

別表第３中「１０,０００円」を「１１,０００円」に、「２,０００円」を

「２,２００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ 改正後の大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、この

条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手

数料については、なお従前の例による。 

提案理由 

一般廃棄物収集運搬業許可手数料等の額を改定するとともに、手数料の納

付の時期を変更いたしたく本案を提出する。 



議第 ６８ 号 

大分市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部改正につ

いて 

大分市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正す

る条例 

大分市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例（平成８年大分市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条各号中「３３,６００円」を「３５,５００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条の規定は、この条例の施行の日以後の申

請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従

前の例による。 

提案理由 

浄化槽保守点検業登録申請手数料等の額の改定をいたしたく本案を提出す

る。 



議第 ６９ 号 

大分市都市公園条例の一部改正について 

大分市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市都市公園条例の一部を改正する条例 

大分市都市公園条例（昭和３８年大分市条例第４９号）の一部を次のように

改正する。 

第１５条第１項各号列記以外の部分中「有料公園施設」を「有料公園施設を

有する都市公園（上野丘子どものもり公園を除く。以下「指定公園」という。）

又は有料公園施設」に改め、同項第１号及び第２号中「有料公園施設」を「指

定公園又は有料公園施設」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定により指定管理者に指定公園又は有料公園施設の管理を行わせ

る場合における当該指定公園又は当該有料公園施設に係る第６条、第８条の

２第２項及び第３項、第１０条並びに第１１条の規定の適用については、第

６条中「市長」とあるのは「第１５条第１項に規定する指定管理者」と、「都

市公園」とあるのは「同項に規定する指定公園又は有料公園施設」と、第８

条の２第２項及び第３項中「市長」とあるのは「第１５条第１項に規定する

指定管理者」と、第１０条第１項各号列記以外の部分中「市長」とあるのは

「第１５条第１項に規定する指定管理者」と、「この条例」とあるのは「同

条第２項の規定により読み替えて適用する第８条の２第２項」と、「又は行

為の中止、」とあるのは「又は」と、「都市公園」とあるのは「有料公園施

設」と、「市は」とあるのは「市及び第１５条第１項に規定する指定管理者

は」と、同項第２号及び第３号中「この条例」とあるのは「第１５条第２項



の規定により読み替えて適用する第８条の２第２項」と、同条第２項各号列

記以外の部分中「市長」とあるのは「第１５条第１項に規定する指定管理者」

と、「この条例」とあるのは「同条第２項の規定により読み替えて適用する

第８条の２第２項」と、同項第１号中「都市公園」とあるのは「第１５条第

１項に規定する指定公園又は有料公園施設」と、同項第２号中「都市公園の

保全」とあるのは「第１５条第１項に規定する指定公園又は有料公園施設の

保全」と、「の都市公園」とあるのは「の同項に規定する指定公園又は有料

公園施設」と同項第３号中「都市公園」とあるのは「第１５条第１項に規定

する指定公園又は有料公園施設」と、第１１条中「市長」とあるのは「市長

（第６号に掲げる場合のうち第１５条第２項の規定により読み替えて適用す

る第８条の２第２項の許可に係るものにあっては、第１５条第１項に規定す

る指定管理者）」とする。 

第１５条第３項、第１７条及び第１８条第１項中「有料公園施設」を「指定

公園又は有料公園施設」に改める。 

第１９条第１項中「に有料公園施設」を「に指定公園又は有料公園施設」に、

「当該有料公園施設」を「有料公園施設」に改め、同条第２項中「当該有料公

園施設」を「有料公園施設」に、「第９条及び」を「第９条（第２項の規定を

除く。）及び」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

有料公園施設を有する都市公園の管理について、指定管理者制度を導入する

範囲を拡大いたしたく本案を提出する。 



議第 ７０ 号 

大分市立義務教育学校設置条例の一部改正について 

大分市立義務教育学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市立義務教育学校設置条例の一部を改正する条例 

大分市立義務教育学校設置条例（平成２８年大分市条例第３０号）の一部を

次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

大分市立賀来小中学校 大分市大字賀来１０１番地の３ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和１１年４月１日から施行する。 

（大分市立小学校設置条例の一部改正） 

２ 大分市立小学校設置条例（昭和３９年大分市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。 

別表大分市立賀来小学校の項を削る。 

（大分市立中学校設置条例の一部改正） 

３ 大分市立中学校設置条例（昭和３９年大分市条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表大分市立賀来中学校の項を削る。 

（大分市基金条例の一部改正） 

４ 大分市基金条例（昭和４３年大分市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 



第２条の表松尾図書基金の項中「大分市立賀来中学校」を「大分市立賀来

小中学校」に改める。 

提案理由 

大分市立賀来小中学校を設置いたしたく本案を提出する。 



議第 ７１ 号 

大分市スポーツ施設条例の一部改正について 

大分市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

大分市スポーツ施設条例（平成１５年大分市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１２条を第１８条とし、第１１条の次に次の６条を加える。 

（指定管理者の指定） 

第１２条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項の規定により、次に掲げる要件を満たす者のうちから市長が指定する者

（以下「指定管理者」という。）に、スポーツ施設の管理を行わせることが

できる。 

⑴ スポーツ施設の管理を行うに当たり、平等な利用を確保することができ

る者であること。 

⑵ スポーツ施設の効用を最大限に発揮させる内容の事業計画書を作成した

者であること。 

⑶ 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有する者であること。

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

２ 前項の規定により指定管理者にスポーツ施設の管理を行わせる場合におけ

る第３条、第８条、第９条及び前条の規定の適用については、第３条、第８

条及び第９条中「市長」とあるのは「第１２条第１項に規定する指定管理者」

と、第９条後段中「市」とあるのは「市及び第１２条第１項に規定する指定



管理者」と、前条中「市長に」とあるのは「次条第１項に規定する指定管理

者に」とする。 

３ 第１項の規定による指定は、スポーツ施設の管理を行おうとする者の市長

に対する申請により行う。 

４ 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める

書類を添付して行わなければならない。 

（指定等の告示） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定による指定をしたときは、その旨を告示

する。 

２ 前項の規定は、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者による管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１４条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、

スポーツ施設の管理を行わなければならない。

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１５条 指定管理者は、スポーツ施設の利用に関する業務その他市長が定め

るスポーツ施設の管理のために必要な業務を行わなければならない。 

（使用時間及び休場日） 

第１６条 スポーツ施設の使用時間及び休場日は、規則で定める。

（利用料金の収受等） 

第１７条 第１２条第１項の規定により指定管理者にスポーツ施設の管理を行

わせる場合におけるスポーツ施設の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）については、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 前項の場合における第４条から第６条までの規定の適用については、第４

条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第１項中「使用料」



とあるのは「利用料金（第１７条第１項に規定する利用料金をいう。以下こ

の条から第６条までにおいて同じ。）」と、「別表のとおり」とあるのは「別

表に定める額の範囲内で、市長の承認を得て、第１２条第１項に規定する指

定管理者が定める額」と、同条第２項本文中「使用料」とあるのは「利用料

金」と、同項ただし書中「当該使用料」とあるのは「当該利用料金」と、同

条第３項中「市長」とあるのは「第１２条第１項に規定する指定管理者」と、

「使用料」とあるのは「利用料金」と、第５条の見出し中「使用料」とある

のは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「第１２条第１項に規定す

る指定管理者」と、「公益上その他特別の理由があると認めるときは、その

使用料」とあるのは「市長の承認を得て定める基準により、利用料金」と、

第６条の見出し及び同条本文中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条

ただし書中「市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と

あるのは「第１２条第１項に規定する指定管理者は、市長の承認を得て定め

る基準により、その全部又は一部を返還することができる」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

スポーツ施設の管理について指定管理者制度を導入いたしたく本案を提出す

る。 



議第 ７２ 号 

市有財産の処分について 

次のように市有財産を処分することについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年大分市条例第２６号）第３条

の規定により議決を求める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

１ 名 称 令和８年度大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰 

２ 売 却 価 額 キログラム当たり １０,０１０円

予定数量 １２,１４０キログラム

３ 処 分 の 方 法 一般競争入札による売却 

４ 処分の相手方 福岡県太宰府市大字北谷７１３番地１ 

横浜金属商事株式会社 福岡事業所 

取締役 長谷川 駿 義 

提案理由 

令和８年度大分市葬斎場及び佐賀関火葬場残骨灰を処分いたしたく本案を提

出する。



議第 ７３ 号 

市有財産の処分について 

次のように市有財産を処分することについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年大分市条例第２６号）第３条

の規定により議決を求める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

１ 名 称 教育用タブレット端末 

２ 数 量 ３０,０００台 

３ 売 却 価 額 ３１８,４５０,０００円 

１台当たり １０,６１５円 

４ 処 分 の 方 法 一般競争入札による売却 

５ 処分の相手方 埼玉県児玉郡神川町大字八日市５４５番地１ 

株式会社 萬年 

代表取締役 望 月 雄 太 

提案理由 

教育用タブレット端末を処分いたしたく本案を提出する。



議第 ７４ 号 

市道路線の認定について 

市道路線を次のように認定する。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

認定する市道路線 

図面 

番号 
路線名 起点 終点 

丹川７号線 大字丹川 大字丹川 

１ 屋山１０号線 大字屋山 大字屋山 

２ 屋山１１号線 大字屋山 大字屋山 

３ 屋山１２号線 大字屋山 大字屋山 

羽屋四丁目１号線 羽屋四丁目 羽屋四丁目 

提案理由 

市道路線を認定いたしたく道路法第８条第２項の規定により本案を提出す

る。 
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報第 ８ 号 

専決処分した事件の承認について 

大分市税条例の一部改正について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定に基づき令和８年３月３１日をもって次のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市税条例の一部を改正する条例 

大分市税条例（昭和３８年大分市条例第１０７号）の一部を次のように改正

する。 

第１０条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１４条各号列記以外の部分中「、第６６条の７第１項」を削り、同条第２

号及び第３号中「第６６条の７第１項の申告書、」を削る。 

第２０条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「い

う。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」

を加える。 

第６５条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第６５条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、

第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽

自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」

に改め、同項を同条第２項とする。 

第６６条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第６６条の２第１項を次のように改める。 



軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第６６条の２第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第

３項及び第４項を削る。 

第６６条の３各号列記以外の部分中「次の各号に該当する」を「救急用の」

に改め、「（第２号及び第３号に掲げる軽自動車等にあっては、環境性能割に

限る。）」を削り、同条各号を削る。 

第６６条の４から第６６条の９までを削る。 

第６７条（見出しを含む。）、第６８条の見出し並びに同条第１項及び第２

項並びに第７０条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第７１条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」

に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４

様式」に改める。 

第７２条の見出し、第７２条の２（見出しを含む。）並びに第７３条の見出

し並びに同条第１項各号列記以外の部分、第２項各号列記以外の部分、第４項

及び第５項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第７４条第２項中「第６５条第３項ただし書」を「第６５条第２項ただし書」

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第９項中「種別割」を「軽自動

車税」に改める。 

附則第１１条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第１１条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別

税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで

又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第

１項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第

５項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第１１条の３



の２第１項」を「附則第１１条の３第１項」に改め、同条を附則第１１条の３

とする。 

附則第１１条の５第１項及び附則第１１条の８中「附則第１１条の３の２第

１項」を「附則第１１条の３第１項」に改める。 

附則第１２条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２

項中「、附則第１１条の３の２第１項」を削る。 

附則第１４条の２第３項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５

条第２４項第１号イ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第４項中

「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に、

「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第

１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、「３分の２」を「２分の１」

に改め、同条第６項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第

２４項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第７項中「附

則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に、「７分の

６」を「５分の３」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２５項第３号イ」

を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、

同条第９項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第

３号ロ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第１０項中「附則第１５

条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１１

項から第１３項までを削り、同条第１４項中「附則第１５条第２８項」を「附

則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１５項中「附

則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１２

項とし、同条第１６項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」

に改め、同項を同条第１３項とし、同条中第１７項を第１４項とし、第１８項

を第１５項とする。 

附則第１４条の３第７項各号列記以外の部分中「附則第１２条第１９項」を



「附則第１２条第２０項」に改め、同条第８項第４号中「附則第１２条第２３

項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４

項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第９項第５号及び同条第１１項

第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条

第１４項各号列記以外の部分中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第

２０項」に改め、同条第１５項各号列記以外の部分中「改修実演芸術公演施設」

を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に

規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平

成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する

施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金

確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基

準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１

号に規定する建築物特定施設（同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設

をいう。）の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次

のように改める。 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平

成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定

める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当

するかの別 

附則第１７条の５の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建

築物」に改め、同条各号列記以外の部分中「改修実演芸術公演施設」を「改修

特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂



等の活性化に関する法律第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する

施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金

確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加

した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する建築物特定施設

（同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設をいう。）の構造及び配置に

関する基準に適合する」に改め、同条第３号を次のように改める。 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第

５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規

定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第１９条の４中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０

項、第２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、

第４１項若しくは第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８

項、第１９項、第２３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、

第３６項、第４０項若しくは第４３項」に改める。 

附則第２１条の２から附則第２１条の５までを削る。 

附則第２２条の２第３項第２号、附則第２２条の３第３項第２号及び附則第

２３条第３項第２号中「、附則第１１条の３第１項及び附則第１１条の３の２

第１項」を「及び附則第１１条の３第１項」に改める。 

附則第２３条の２第１項各号列記以外の部分及び第２項中「令和８年度」を

「令和１１年度」に改める。 

附則第２４条第５項第２号中「、附則第１１条の３第１項及び附則第１１条

の３の２第１項」を「及び附則第１１条の３第１項」に改める。 

附則第２４条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４

条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」



に、「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条

第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月

１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３

項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、

「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を

受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」

を削り、同条第４項を削る。 

附則第２５条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を

削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中

「の種別割」を削る。 

附則第２６条第２項第２号及び附則第２７条第２項第２号中「、附則第１１

条の３第１項及び附則第１１条の３の２第１項」を「及び附則第１１条の３第

１項」に改める。 

附則第２７条の２第２項第２号及び同条第５項第２号並びに附則第２７条の

２の２第２項第２号及び同条第５項第２号中「、第１１条の３第１項及び第１１

条の３の２第１項」を「及び附則第１１条の３第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の大分市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年

度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による



改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附

則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分

の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、新条例の規定は、令和８年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例に

よる。 

（大分市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 大分市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年大分市条例第１９

号）の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「の種別割」を削る。 



報第 ９ 号 

専決処分した事件の承認について 

大分市国民健康保険税条例等の一部改正について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき令和８年３月３１日をもって

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

（大分市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 大分市国民健康保険税条例（昭和３８年大分市条例第１２０号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第２項ただし書中「６６０,０００円」を「６７０,０００円」に改

める。 

第２４条第１項各号列記以外の部分中「６６０,０００円」を「６７０,０００

円」に改め、同項第２号中「３０５,０００円」を「３１０,０００円」に改

め、同項第３号中「５６０,０００円」を「５７０,０００円」に改め、同条

第３項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、

同条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」とい

う。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て

支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８

歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）



に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当

する額を減額して得た額とする。 

（大分市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大分市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年大分市条

例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条に１項を加える改正規定中「とする」を「とする。ただし、加算後

の額が３０,０００円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課

税額は、３０,０００円とする」に改める。 

第２４条第１項各号列記以外の部分の改正規定中「同条第５項」を「同条

第５項本文」に、「額の合算額」を「額（当該減額して得た額が３０,０００

円を超える場合には、３０,０００円）の合算額」に改める。 

第２４条第３項各号列記以外の部分の改正規定中「「、」を「「並びに」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の大分市国民健康保険税条例の規定は、令和８

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 



報第 １０ 号 

専決処分した事件の承認について 

大分市介護保険条例の一部改正について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定に基づき令和８年５月１８日をもって次のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和８年６月１２日 提 出 

大分市長 足 立 信 也 

大分市介護保険条例の一部を改正する条例 

大分市介護保険条例（平成１２年大分市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（令和８年度における保険料の減免の申請等に係る特例） 

１９ 令和８年度の保険料の減免を受けようとする者に係る第９条第２項の規

定による申請及び同条第４項の規定による届出については、これらの規定に

かかわらず、市長がやむを得ないと認める場合に限り、その申請及び届出を

要しないものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 




